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第１節 安心な暮らしを守る強靱な県土づくり

１  治水対策の推進

２ 土砂災害対策の推進

３ 地震・津波、高潮対策の推進

４ 交通安全対策の推進

５ 社会資本の老朽化対策と適切な維持管理

６ 危機管理体制の充実

第２節 活力と潤いのある魅力的な地域づくり

１  快適な都市空間の形成

２ 潤いのある水環境の創出

３ 快適な住まいづくりの推進

４ 「おんせん県おおいた」のツーリズム支援

第３節 発展を支える交通ネットワークの充実

１ 広域道路ネットワークの構築

２ 地域道路ネットワークの充実

３ 海上輸送拠点の強化

県土づくりの３つの分野

第 3章
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１  治水対策の推進

現状と課題
・九州で最も長い河川延長（2,867km）を管理しています。
・これまで台風や集中豪雨により甚大な浸水被害が

度々発生しており、被害の軽減に向けて対策を行っ
てきました。

・近年、従来に増して水害が頻発化・激甚化してお
り、平成２４年７月の九州北部豪雨では甚大な被害
が発生しました。

・今後、河川改修やダム建設の着実な整備により、
121 地区の浸水対策を進めていきます。さらに、的
確な避難につながる浸水想定区域等の情報提供な
ど、ハード・ソフト両面から対策を進める必要があ
ります。　

稲葉ダム（竹田市）
・稲葉ダムが完成し、安心して暮らせる住環境が整いました。さらに、竹田市では芸術活動を通じた地域活

性化の施策により移住者の積極的な受入れを行っています。
・安心して暮らせる生活基盤の形成と地域活性化の取組により、今後も移住者の増加が見込まれています。

稲葉川のはん濫により甚大な被害が
発生

＊1）芸術活動を通じた地域活性化により、移住者の受入れを行う施策　

浸水被害は発生せず、安心して暮らせる
住環境を確保
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はん濫により市街地の多くの家屋が浸水（玉来川：竹田市）
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これまでの成果
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今後の取組
●治水ダムの整備
・これまで３度（昭和５７年、平成２年、平成２４年）の大水害を受けた竹田市の市街地を浸水被害から守

るため、玉来ダムの早期完成を目指します。また、大分川ダムについても早期完成に向けて取組を継続し
ます。                ※玉来ダムの早期完成については、第５章「土木未来プロジェクト」を参照

●河川改修
・浸水実績を踏まえ、河川改修（河道掘削、引堤、堤防嵩上げなど）や川の流れを阻害している河川内の横

断工作物（橋梁、堰など）の改築を行い、河道の流下能力を向上させます。

●河床掘削
・背後地の土地利用や浸水実績等を踏まえ、河川の

断面を阻害している土砂を撤去します。

●内水対策
・市街地の浸水被害を防ぐため、排水機場や管路等の排水施設の整備に市町村と連携して取り組みます。

●ダムの再生
・既設ダムのゲートレス化＊9）やダム嵩上げ、洪水吐

きの増設等により洪水調節の拡充を図ります。

貯水容量を拡大

嵩上げ

既設ダム

●迅速・的確な避難体制等の支援
・想定し得る最大規模の降雨等を前

提とした浸水想定区域に見直し、
市町村等へ的確な避難体制等につ
ながる情報提供を行います。
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河床掘削により家屋や道路への浸水被害を未然に防止
（夕露川：玖珠町）

嵩上げにより貯水容量を拡大 ゲートレス化をし、
洪水調節の自動化

目標指標
現状 目　標　値

平成２６年度 平成３１年度 平成３6 年度
浸水対策が行われた地区数 − ５６地区 ８４地区
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河道の掘削 引堤 堤防嵩上げ

橋脚が流れを阻害し、浸水被害が発生
阻害によりはん濫が発生

（山国川　中摩橋：中津市） 橋の改築により、浸水被害を防止
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２  土砂災害対策の推進

現状と課題
・近年の気候変動による集中豪雨が頻発化しており、平成 26 年の広島市における土砂災害など、全国各地

で多くの犠牲者が出ています。
・本県には全国で 5 番目に多い約 2 万箇所の土砂災害危険箇所があり、毎年約 50 件の土砂災害が発生し

ています。
・土砂災害から人

命を守るため、
ハード対策とソ
フト対策による
総合的な対策が
急務です。

・平成 24 年 7 月九州北部豪雨により湯の坪川では土石流が発生しましたが、砂防ダムが効果を発揮し、
１３６戸の人家を守ることができました。また、同年 9 月の台風により、再度土石流が発生しましたが、
速やかな除石を実施していたことから、下流への被害を未然に防止できました。

被害想定範囲被害想定範囲被害想定範囲定害被

H21.3 砂防ダム設置
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県内各地で H26 年度まで
の 20 年間に約 1,000 件

発生（年間約 50 件）
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湯の坪川砂防ダム（湯布院町）
H24.9 台風 16 号

速やかに除石を実施

平成２４年の九州北部豪雨では県内各地で大規模な土砂災害が多発
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今後の取組
●砂防施設の整備
・砂防ダムや急傾斜地崩壊防止施設などの整備については、病院・社会福祉施設などの要配慮者利用施

設＊10）、地域防災拠点、重要交通網、人家の多い箇所などを優先的に実施します。

●警戒避難体制の構築
・土砂災害による人的被害を未然に防止するには行政側の「知らせる努力」と県民の「知る努力」が重要で

す。そのため、土砂災害警戒区域等の指定を加速し、市町村と連携した警戒避難体制の構築を図るととも
に、土砂災害危険箇所や土砂災害危険度情報＊11）など住民の早期避難を支援する情報の提供、「一日砂防教
室」などによる啓発活動に積極的に取り組みます。

※土砂災害警戒区域等指定の加速については、第５章「土木未来プロジェクト」を参照

・九重山、鶴見岳・伽藍岳
の噴火時に備え、火山噴
火緊急減災対策砂防計
画＊12）を策定し、噴火に起
因する土砂災害による被
害の軽減を目指します。
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目標指標
現状 目　標　値

平成２６年度 平成３１年度 平成３6 年度
土砂災害対策施設整備率 28.7% 30.5% 32.1%
土砂災害警戒区域指定率 21.3% 76.1% 100%

一日砂防教室の開催

伽藍岳南側の噴気活動の様子火山防災マップ

◇砂防事業

JR  日豊本線JR  日豊本線

（重要交通網）（重要交通網） 病院
（地域防災拠点）

病院
（地域防災拠点）

保全人家保全人家

被害想定範囲被害想定範囲
砂防ダム砂防ダム

幼稚園幼稚園 小学校小学校
（要配慮者利用施設）（要配慮者利用施設）

砂防砂

    

ダダム防

    

域域

JR 日 本線線本本豊豊豊本豊本

（ 要交通通 ））

地地

網網網）網）通通網通網交交交通交通要要重重（（重 病
地地域防域（（

保 人人全全保

害想想 範範囲定定害被被
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学小
（要配慮者利用施設）設者慮配要（

    

））点点
病院
防災拠点）点拠災

人家人

砂防ダム要配慮者利用施設、重要交通網等を保全 重力式待受擁壁工

老人福祉施設（要配慮者利用施設）老人福祉施設（要配慮者利用施設）

被害想定範囲被害想定範囲 がけ崩れ対策がけ崩れ対策

老 福福祉施

定定

祉福人人

被害想 範範囲定定想害被

施設（要配慮者利用施設）設者配（

がけ崩 対対策対れれ

要配慮者利用施設を保全

◇急傾斜地崩壊対策事業
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供 土砂災害危険箇所情報 土砂災害警戒区域
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３  地震・津波、高潮対策の推進
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・県有建築物や港湾施設などで、耐震性
能基準を満たさない施設等の耐震化
を進めてきました。特に発災後、復
旧・復興の物資供給などを担う緊急
輸送道路上の橋梁の耐震化について、
対象となる１９２橋のうち、８６％の１
６６橋の対策を平成２６年度までに実
施しています。

これまでの成果

耐震性能基準を満たさない橋梁の耐震補強（大分臼杵線　高田橋）

落橋防止装置
（PC ケーブル）

橋脚補強
（巻立て）

現状と課題
・海溝型地震では、今後 50 年以内に 90％程度の確率で発生すると評価される南海トラフを震源とする　

地震において、大規模な津波とともに国難とも言うべき甚大な被害の発生が見込まれています。
・「南海トラフ地震対策特別措置法」に基づき、日田市と玖珠町を

除く１６市町村が「南海トラフ地震防災対策推進地域」に指定
されるとともに、特に深刻な津波被害が予想される大分市、佐
伯市、臼杵市、津久見市の沿岸４市は、「南海トラフ地震津波避
難対策特別強化地域」に指定されたところです。

・このような甚大な被害が想定される地震・津波、高潮への対策は、「大分県地域強靱化計画」などに基づき、
国・市町村、民間等と連携して、ハード対策とソフト対策を適切に組み合わせて、総合的に取り組む必要
があります。

大分県の活断層分布図〔出典：大分県地域防災計画〕 県経済の要「大分臨海部コンビナート」と県都大分市の市街地

・直下型地震を引き起こすとされる活断層が、周
防灘沖や豊予海峡付近から大分市、別府市、玖珠
町、日田市にかけて存在しています。

・大分市臨海部では、大規模な地震や津波の発生に
より県経済の要であるコンビナートやその背後の
市街地において甚大な被害が想定されています。

県都大分市の人口集中地区
浸水域の人口：約56,000人
浸水世帯数：  約26,000世帯
浸 水 面 積：約2,900ha

防護機能の
強化  

コンビナート護岸
津波浸水予測境

＜南海トラフ巨大地震被害想定＞
・人的被害：死者数　　　21,923 人

負傷者数　　 6,325 人
・物的被害：全壊・焼失　30,095 棟

半壊　　　　30,652 棟　
床上浸水　　20,719 棟

・経済被害：1.7 兆円
〔出典：大分県地震津波被害想定調査結果〕
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〕

別府市亀川
津波高　4.8ｍ

臼杵市臼杵川口
津波高　5.8ｍ

佐伯市葛港
津波高　7.4ｍ

佐伯市蒲江
津波高　13.5ｍ

大分市豊海
津波高　4.7ｍ
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今後の取組
地震・津波、高潮対策をハード・ソフト両面で実施するとともに、関係部局との連携や、県民等への啓発

などに取り組みます。　
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目標指標
現状 目　標　値

平成２６年度 平成３１年度 平成３6 年度
緊急輸送道路における橋梁耐震化率 86% 100% −

耐震強化岸壁の整備数 2 施設 3 施設 4 施設

※大分臨海部コンビナートの強靱化及び道路啓開ルート対策については、第５章「土木未来プロジェクト」 を参照

都市公園
・避難地や防災拠点に指定され

ている都市公園における、必要
な防災機能の充実・強化

（大分スポーツ公園の防災機能
の強化等）

道　　路

・地区別道路啓開実施計
画＊6）の策定

・啓開ルート上＊6）ののり
面崩壊対策

住　宅
・耐震診断・耐震改修に対する

支援
・大規模災害時の応急仮設住宅

の供給体制整備
・県営住宅のガス管耐震化

無電柱化＊14）

・電柱倒壊による緊急輸送道路
等の閉塞の防止

（国道 500 号（別府市）等）

道路橋梁
・緊急輸送道路上＊4）の橋

梁耐震化

下水道施設
・下水処理施設や管路の耐

震化
・下水道ＢＣＰ＊13）の策定

特定建築物
・ホテル・旅館等の耐震改

修に対する支援

県有建築物
・県庁舎の受変電設備の高

架化
・県有施設の吊り天井の耐

震化
港湾施設

・耐震強化岸壁の整備
（大分港、臼杵港等）
・港湾ＢＣＰ＊13）の充実

護岸・堤防（河川・海岸）
・護岸・堤防の嵩上げや液状化対策等の耐震補強
（大分臨海部コンビナートの強靱化等）
・想定し得る最大規模の高潮を前提とした浸水想

定区域を新たに設定

＜緊急輸送道路における対策＞
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４  交通安全対策の推進

現状と課題
・交通死傷事故件数は年々減少しているものの、交通死亡事故のうち歩行者・自転車乗用中の死者数が

４５％と高い割合になっています。
・安全な通学環境を確保するために通学路未整備箇所における歩道等の整備を急ぐ必要があります。　

・県が管理する国道・県道において、歩道整備、交差点改良、ガードレールの整備など様々な交通安全対策
を行ってきました。

第
２
節
　
活
力

第
３
節
　
発
展

大分県の交通死傷事故の推移 平成２６年中の交通死亡事故における状態別割合
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0H16

（発生件数・負傷者数） （死者数）

負傷者数

死傷事故件数

死者数

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

法指定通学路の歩道整備率の推移
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60.0 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

64.5％
65.4％ 65.8％

66.6％
68.2％

71.9％
73.5％

H27
目標値
72％

71.1％

2.86
％6.66

％8.56％4.56
％5.46

2H22H12H02H91H0.06

0.26

0.46

0.66

0.86

0.07

0.27

0.47

0.67

％27
値標目
72H

％5.37
％9.17

％2

62H52H42H32

％1.17

法指定通学路の九州各県比較（H26 末）

90.0％

80.0％

70.0％

60.0％

50.0％

40.0％
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20.0％

10.0％

0.0％ 福岡 佐賀 長崎 熊本 大分 宮崎 鹿児島

九州平均
72.9％

法指定通学路（県管理道路）の歩道
整備率は73.5％と九州中位

71.6％
79.1％

69.6％

57.4％

73.5％

85.0％
76.0％

歩行中・
自転車乗車中
が占める割合
45％

歩行中
34％

自動車乗車中
34％

二輪車乗車中
21％

自転車乗車中
11％

歩道が無い箇所を大型車とすれ違いながら通学する危険な状況路肩が狭く、大型車が自転車を避けて走行している状況
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これまでの成果

安心な暮らしを守る強靱な県土づくり第１節

第
１
節
　
安
心

学童等歩行者・自
転車の安全を確保
するため、車道と分
離された自転車歩
行者道を整備

自
転
車
歩
行
者
道
設
置
事
例

国道２１３号（杵築市）自転車歩行者道整備
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今後の取組
●歩道等の整備
・子どもが安心して通学できる環境を整備するため、法指定通学路＊15）の歩道等を整備します。
・道路の利用状況に応じ、歩行者と自転車の分離を図ります。

●学校や警察と連携した合同点検
・学校関係者や警察と連携し、点検を行って路肩のカラー化など道路利用状況に応じた効果的な交通安全対

策を推進します。

●事故危険箇所＊6）等の対策
・交通事故発生割合が高い箇所等を事故危険箇所に指定し、集中的な事故防止対策を推進します。
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目標指標
現状 目　標　値

平成２６年度 平成３１年度 平成３6 年度
県管理道における法指定通学路の歩道整備率 73.5% 78.0% 80.0%

おおいた土木未来プラン 2015
と き め き

視線誘導標の設置、減速
路面標示の設置など。

歩
道
整
備
事
例
　

自
転
車
道
整
備
事
例

路
肩
の
カ
ラ
ー
化
事
例
　

合
同
点
検
の
様
子
　

減
速
路
面
標
示
事
例
　

右折車線を整備すること
等により、交差点におけ
る事故防止と交通の円滑
化を図ります。

交
差
点
改
良
事
例
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５  社会資本の老朽化対策と適切な維持管理

現状と課題
・本県では、道路・河川・砂防・港湾・公園等の「公共土木施設」や、県庁舎や地方総合庁舎、スポ－ツ施

設、文化施設等の「県有建築物」など多数の社会資本を保有しています。
・これら社会資本は、高度経済成長期以降に大量に整備され、これまで県民の暮らしや社会経済活動を支え

る重要な役割を果たしてきました。
・しかしながら、社会資本の老朽化が急速に進行しており、厳しい財政制約の中、安全性の確保や維持管理

に要する財政負担の軽減、平準化を図って行く必要があります。
・併せて、県民の利便性の確保や災害の未然防止等のため、各施設を日頃から適切に維持管理することが大

切です。

・社会資本の老朽化対策として、当面、主要１６施設の長寿命化計画＊16）を策定し、補修対策等を戦略的に
進めることとしています。

・平成２６年度末までに、各施設の状態を把握するための詳細点検を完了し、８施設の長寿命化計画を策定
しており、計画に基づく補修対策等を進めることで施設の安全性を確保しています。

第
２
節
　
活
力

第
３
節
　
発
展

大分港(鶴崎地区)陥没事故(平成 25 年 9 月)
昭和 38 年完成（50 年経過施設）

建設後50年以上経過施設
 H26時点　６１３施設

 

今後、施設の老朽化が加速 

建設年度

施
設
数数
設
施

 　
 

 

 　
 

 

 　
 

 

 　
 

 

度年設建

 　
 

 

橋梁・トンネル施設の建設年度の分布

塗装の塗り替えによる橋梁の長寿命化（国道 388 号美国橋）
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安心な暮らしを守る強靱な県土づくり第１節

トンネルの詳細点検 橋梁の詳細点検

道路施設

① 橋梁
② トンネル
③ 舗装

4 道路のり面工・
土工構造物等

⑤ 道路付属物

河川施設

6 治水ダム
⑦ 排水機場
⑧ 水門
9 樋門・樋管

砂防施設 10 砂防施設

港湾施設

11 岸壁・物揚場
12 防波堤
13 護岸・堤防
14 臨港道路

公園施設 ⑮ 公　園
住宅施設 ⑯ 県営住宅

＊丸囲みの数字の施設は計画策定済み
長寿命化計画を策定する主要１６施設

着
実
な
詳
細
点
検
の

実
施

第
１
節
　
安
心
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今後の取組
●老朽化対策（アセットマネジメント＊7））
・「公共土木施設」については、施設の点検を着実に進めながら、長寿命化計画を策定し、適切なタイミング

で補修・補強を実施する「アセットマネジメント」の取組により、持続可能で効率的な維持管理を推進し
ます。なお、橋梁やトンネルなど主要１６施設の長寿命化計画は、平成２８年度までに策定します。

・「県有建築物」については、施設の長寿命化に加え、施設の用途廃止や集約化にも取り組みます。

平成３１年度
100%
現状
平成２６年度
30%
平成３６年度
－
・詳細点検の結果、早期対策が必要な施設の補修・補強を着実に進

め、その後は、長寿命化計画に基づく計画的な補修・補強対策を実
施します。

※早期対策が必要な社会資本の補修・補強対策については、第５章「土木未来プ
ロジェクト」を参照

・これまでの事後保全型から予防保全型の維持管理へ移行
し、施設の長寿命化と維持管理コストの縮減・平準化を
図ります。

事後保全型：施設を使用限界まで使用した後、大規模な
補修工事を行う。

予防保全型：適切なタイミングで補修・補強を行う。
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目標指標
現状 目　標　値

平成２６年度 平成３１年度 平成３6 年度
橋梁長寿命化計画に基づく、早期対策が必要な橋梁の対策率 30% 100% −

おおいた土木未来プラン 2015
と き め き

老朽化した橋脚の補修

腐食により劣化した岸壁の鋼矢板

予防保全型の維持管理の効果

中央分離帯の防草対策

河川内の流木を除去

国
道
３
８
７
号

大
分
港
 住
吉
地
区

施設の長寿命化

アセットマネジメントのサイクル

長寿命化計画
等の策定

適切なタイミングで
補修・補強・更新などの

対策を実施
点検
・

診断

安
全
性・快
適
性
を
確
保

維
持
管
理
を
効
率
化

トンネル照明のＬＥＤ化

維
持
管
理
の
省
力
化

フェリー乗入部の段差解消

利
用
者
の
安
全
性
を
確
保

日常の道路パトロール・補修

異
常
箇
所
を
早
期
に
発
見
・
補
修

出
水
時
の
被
害
を
未
然
に
防
止

●適切・効率的な維持管理
・道路、河川、港湾、砂防等の社会資本の日

常の維持管理を適切に行い、安心・安全で
快適な暮らしを支えます。

・道路パトロールや河川巡視などを着実に
行い、異常箇所の早期発見に努めます。

・道路の防草対策や道路照明の LED 化な
ど、維持管理のコスト縮減に努めます。

新技術の導入

台帳で
管理

道路の草刈り
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６  危機管理体制の充実

現状と課題
・自然災害や突発的な事故などが発生した場合、初動体制の早期構築に加え情報収集・提供、応急対策の実

施、さらに、早期復旧に向けた迅速な取組が重要となります。
・土木事務所が地域の総合防災センターとしての役割を果たすため、平常時から危機管理を意識し、災害の

未然防止に努めるとともに、危機管理体制の徹底と充実に努める必要があります。　
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安心な暮らしを守る強靱な県土づくり第１節

【災害の要因】
○自然災害＜気象災害＞……〔大雨、洪水、高潮、土砂災害、強（暴）風、雪害等〕

＜地変災害＞……〔地震・津波、火山災害〕
○事故災害……………………〔海上災害、道路災害、大規模火災、列車事故等〕
○コンビナート災害…………〔石油コンビナート等の火事、爆発、石油等の漏洩・流出等〕
○国民保護法関係……………〔大規模テロ（武力攻撃事態等、緊急対処事態）〕
○その他の法律等……………〔河川水質事故、公共施設における事故、鳥インフルエンザ等〕

【平常時の取組】
○日常のパトロール…………………〔道路、河川、砂防、港湾施設、県営住宅等〕
○梅雨時期、台風接近時の点検……〔河川堤防、土砂災害危険箇所、陸閘・水門等〕
○防災訓練の実施……………………〔国・市町村等との防災伝達訓練、治水ダムの操作訓練等〕
○道路啓開計画の策定………………〔救助活動、救援物資輸送、復旧作業のための啓開優先度等〕
○ＢＣＰ（事業継続計画）の策定……〔港湾・下水道施設等〕
○県民等への情報提供………………〔雨量、河川水位等の情報提供ツールの整備〕

【災害発生時の危機管理体制と業務】
災害発生　……自然災害、事故災害等の発生（気象情報、職員点検、住民通報等により認知）

……大雨・洪水・暴風・高潮・津波・暴風雪警報等の発表時
職員参集　……県内で震度４以上の地震の観測時（震度５強以上は職員全員参集）

……その他の事故等の情報により、必要に応じて参集

初動体制　……各土木事務所等は６～７人を１班とし、事象に応じて１班～全職員で体制

情報収集　……気象台、市町村、住民通報、パトロール等により災害情報等を収集

情報提供　……雨量、水位、土砂災害危険度、道路規制、災害発生情報等をインターネット等によ
り提供

安全対策　……水防警報の発令、洪水予報の発表、土砂災害警戒情報の発表、道路事前通行規
制＊17）等を実施し、市町村の避難勧告等の判断の目安に利用

災害調査 ……住民通報、パトロール等の情報から、施設の被害状況等を調査
……地震時は、道路、河川堤防、治水ダム、砂防ダム等の施設点検を実施

応急対策　……被害の拡大防止、２次災害の防止、孤立集落の解消等を実施

早期復旧　……詳細調査、災害復旧事業への申請作業等の実施

業
　
　
　
務
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今後の取組
●平常時の取組の充実・強化
・関係者が事前にとるべき防災行動を「いつ」「誰が」「何をするか」に着目して時系列で整理する“タイムラ

イン”の考えに基づき、事前の備えの充実を図ります。
・大規模災害が発生した際に、救援・救助活動を支える緊急輸送体制の早期確保のため、平成 27 年度に策

定した「大分県道路啓開計画」に基づき、関係機関と連携し道路啓開の具体的な手順や方法を定める地区
別実施計画＊5）を策定します。

・港湾・下水道・公園などの各施設
が、発災時にその機能を維持又は
早期に復旧することを目的とし
て、各施設における対応方法や体
制等を定めるＢＣＰ＊13）（事業継
続計画）の策定や充実を図ります。

●災害発生時の体制の充実・強化
・災害発生後、早期に初動体制を構築し、施設の緊急点検や応急対策などを確実に行い、関係部局等とも連

携を図り、被害を最小限に抑えるよう引き続き取り組みます。また、災害対応の実績や他県での災害事例
などを踏まえ、危機管理マニュアル＊18）等の見直しに適宜取り組み、周知・徹底を図ります。

●情報提供の充実・強化
・災害の被害を最小限にとどめるために、分かりやすい災害関連情報の積極的な提供を進めます。
・多くの方に情報が伝わるように、ホームページでの発信に加え、携帯電話へのメール配信や地域に密着し

たＣＡＴＶ・ラジオなどの活用、県民への啓発活動などを進めます。
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緊急物資受入状況

おおいた土木未来プラン 2015
と き め き

東日本大震災時の道路啓開

「おおいた防災ポータル」
で検索

大分県ホームページからは、
リンクをクリック

※気象庁や県防災対策室などか
らの情報と合わせて、様々な
情報を提供しています。

雨量・水位観測情報 道路規制情報提供サービス土砂災害危険度情報＊11）

岳本川（由布市）

土
石
流
発
生
後
の
現
地
調
査

温井川（臼杵市）

河
川
護
岸
の
応
急
措
置

県道伏野宇目線（豊後大野市）

道
路
に
流
出
し
た
土
砂
の
撤
去

県道別府一の宮線（別府市）

夜
中
に
発
生
し
た
倒
木
へ
の
対
応

県道別府一の宮線（別府市）

道
路
の
雪
害
へ
の
対
応

県道佐賀関循環線（大分市）

台
風
時
等
の
事
前
通
行
規
制
へ
の
対
応




